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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送局から放送に利用される伝送路を介して送信されるテレビジョン放送の番組のデー
タである番組データを受信する受信装置であって、
　前記番組データと、前記放送局から前記番組データとともに送信される、前記番組で用
いられた曲を識別するための識別情報を受信する番組データ受信手段と、
　前記番組データ受信手段により受信された前記番組データを表示出力する出力手段と、
　前記曲に対応するディジタルオーディオデータを要求するときに操作される操作手段と
、
　あらかじめユーザにより入力された銀行口座またはクレジットカードの番号を記憶する
記憶手段と、
　前記操作手段による操作に応じて、前記番組データ受信手段により受信された前記識別
情報と、前記記憶手段に記憶された前記銀行口座または前記クレジットカードの番号とを
、送信装置に送信するとともに、前記受信装置本体とは異なり、所定の場所に設置される
端末を特定するための特定情報を、前記受信装置本体が移動中においても広域ネットワー
クと通信接続可能な無線通信を介して前記送信装置に送信する送信手段と
　を備え、
　前記送信装置により、前記識別情報が識別する曲に対応するディジタルオーディオデー
タが前記特定情報によって特定される前記端末に対して送信されるとともに、前記銀行口
座または前記クレジットカードの番号に基づいて、前記ディジタルオーディオデータの料



(2) JP 4586830 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

金が引き落とされる
　受信装置。
【請求項２】
　前記広域ネットワークはインターネットである
　ことを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　放送局から放送に利用される伝送路を介して送信されるテレビジョン放送の番組のデー
タである番組データを受信する受信装置の受信方法であって、
　前記番組データと、前記放送局から前記番組データとともに送信される、前記番組で用
いられた曲を識別するための識別情報を受信する番組データ受信ステップと、
　前記番組データ受信ステップの処理で受信された前記番組データを表示出力する出力ス
テップと、
　前記曲に対応するディジタルオーディオデータを要求する操作に応じて、前記番組デー
タ受信ステップの処理で受信された前記識別情報と、あらかじめユーザにより入力され、
記憶された銀行口座またはクレジットカードの番号とを、送信装置に送信するとともに、
前記受信装置本体とは異なり、所定の場所に設置される端末を特定するための特定情報を
、前記受信装置本体が移動中においても広域ネットワークと通信接続可能な無線通信を介
して前記送信装置に送信する送信ステップと
　を含み、
　前記送信装置により、前記識別情報が識別する曲に対応するディジタルオーディオデー
タが前記特定情報によって特定される前記端末に対して送信されるとともに、前記銀行口
座または前記クレジットカードの番号に基づいて、前記ディジタルオーディオデータの料
金が引き落とされる
　受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信装置および受信方法に関する。特に、例えば、ラジオ放送やテレビジョ
ン放送などで放送された番組としての曲であるオーディオデータや、映画などであるビデ
オデータなどを、容易に得ることができるようにする受信装置および受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ラジオ放送などにおいて放送されている番組は、ラジオ受信機によって受信す
ることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、ラジオ放送においては、番組が歌番組であれば、その番組として曲が放送（
送信）され、また、番組が歌番組以外であっても、ＢＧＭ（Back Ground Music）として
曲が放送されたり、コマーシャルとして、その中で使用されている曲が放送されたりする
場合がある。ここで、このような曲は、アナウンサの音声、その他のオーディオ信号とと
もに、番組の一部を構成し、番組に関連するということができるので、関連データという
ことができる。
【０００４】
　そして、ラジオ放送によって曲が放送された場合において、ユーザが、その曲をラジオ
受信機によって聴き、その曲を気に入ってほしくなるときがある。この場合、例えば、ラ
ジオ受信機で受信された曲を録音する方法がある。
【０００５】
　しかしながら、ラジオ放送で放送される曲を、その曲の最初から録音するためには、例
えば、新聞の番組欄などを見て、あらかじめ曲が放送される日時を調べておく必要があり
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、面倒であった。
【０００６】
　また、日常生活において、ラジオ放送で放送された曲を聴いて、その曲を気に入った場
合、その時点から録音を開始したのでは、曲を、その最初から録音することはできない。
【０００７】
　そこで、ラジオ放送で放送された曲を気に入った場合には、その曲が録音されたＣＤ（
コンパクトディスク）などの記録媒体を販売店に購入しにいく方法があるが、これでは、
販売店まで行かねばならず、面倒であった。さらに、販売店まで行っても、その曲の曲名
や、歌っている歌手の歌手名が分からない場合は、その曲が録音されたＣＤを購入するの
は困難であった。
【０００８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、例えば、ラジオ放送で放送さ
れた番組において用いられている曲などの、その番組に関連する関連データを、容易に得
ることができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面の受信装置は、放送局から放送に利用される伝送路を介して送信される
テレビジョン放送の番組のデータである番組データを受信する受信装置であって、前記番
組データと、前記放送局から前記番組データとともに送信される、前記番組で用いられた
曲を識別するための識別情報を受信する番組データ受信手段と、前記番組データ受信手段
により受信された前記番組データを表示出力する出力手段と、前記曲に対応するディジタ
ルオーディオデータを要求するときに操作される操作手段と、あらかじめユーザにより入
力された銀行口座またはクレジットカードの番号を記憶する記憶手段と、前記操作手段に
よる操作に応じて、前記番組データ受信手段により受信された前記識別情報と、前記記憶
手段に記憶された前記銀行口座または前記クレジットカードの番号とを、送信装置に送信
するとともに、前記受信装置本体とは異なり、所定の場所に設置される端末を特定するた
めの特定情報を、前記受信装置本体が移動中においても広域ネットワークと通信接続可能
な無線通信を介して前記送信装置に送信する送信手段とを備え、前記送信装置により、前
記識別情報が識別する曲に対応するディジタルオーディオデータが前記特定情報によって
特定される前記端末に対して送信されるとともに、前記銀行口座または前記クレジットカ
ードの番号に基づいて、前記ディジタルオーディオデータの料金が引き落とされる。
【００１１】
　前記広域ネットワークはインターネットであるようにすることができる。
【００１２】
　本発明の一側面の受信方法は、放送局から放送に利用される伝送路を介して送信される
テレビジョン放送の番組のデータである番組データを受信する受信装置の受信方法であっ
て、前記番組データと、前記放送局から前記番組データとともに送信される、前記番組で
用いられた曲を識別するための識別情報を受信する番組データ受信ステップと、前記番組
データ受信ステップの処理で受信された前記番組データを表示出力する出力ステップと、
前記曲に対応するディジタルオーディオデータを要求する操作に応じて、前記番組データ
受信ステップの処理で受信された前記識別情報と、あらかじめユーザにより入力され、記
憶された銀行口座またはクレジットカードの番号とを、送信装置に送信するとともに、前
記受信装置本体とは異なり、所定の場所に設置される端末を特定するための特定情報を、
前記受信装置本体が移動中においても広域ネットワークと通信接続可能な無線通信を介し
て前記送信装置に送信する送信ステップとを含み、前記送信装置により、前記識別情報が
識別する曲に対応するディジタルオーディオデータが前記特定情報によって特定される前
記端末に対して送信されるとともに、前記銀行口座または前記クレジットカードの番号に
基づいて、前記ディジタルオーディオデータの料金が引き落とされる。
【００１３】
　本発明の一側面の受信装置及び受信方法においては、番組データと、放送局から前記番
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組データとともに送信される、番組で用いられた曲を識別するための識別情報が受信され
、受信された前記番組データが表示出力され、前記曲に対応するディジタルオーディオデ
ータを要求する操作に応じて、受信された前記識別情報と、あらかじめユーザにより入力
され、記憶された銀行口座またはクレジットカードの番号とが、送信装置に送信されると
ともに、受信装置本体とは異なり、所定の場所に設置される端末を特定するための特定情
報が、受信装置本体が移動中においても広域ネットワークと通信接続可能な無線通信を介
して送信装置に送信される。そして送信装置により、識別情報が識別する曲に対応するデ
ィジタルオーディオデータが特定情報によって特定される端末に対して送信されるととも
に、前記銀行口座または前記クレジットカードの番号に基づいて、前記ディジタルオーデ
ィオデータの料金が引き落とされる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、識別情報に対応する関連データを、容易に得ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、本発明を適用したオーディオ提供システムの第１の実施の形態の構成を示して
いる。このオーディオ提供システムにおいては、例えば、ＦＭ（Frequency Modulation）
ラジオ放送局などの放送局１によって放送された曲を、ユーザが即座に（リアルタイムで
）得ることができるようになされている。
【００１６】
　即ち、放送局１からは、通常のプログラムにしたがって種々の番組が放送される。この
番組のデータである番組データは、例えば、地上回線や、衛星回線などの、通常、放送に
利用される伝送路２を介して、各ユーザに送信される。
【００１７】
　ユーザ（受信者）側において、放送局１からの番組データは、受信装置３で受信される
。受信装置３では、放送局１からの番組データが出力され、これにより、ユーザは、その
番組を聴くことができる。
【００１８】
　そして、ユーザは、番組を聴いて、その番組に用いられている関連データとしての曲を
所望するとき、受信装置３を、その曲を要求するように操作する。すると、受信装置３に
おいては、例えば、インターネット、ＩＳＤＮ網やＰＳＴＮ網などの公衆網、あるいはＣ
ＡＴＶ網などの広域ネットワーク４を介して、放送局１との通信リンクが確立され、ユー
ザが所望した曲を要求する旨（以下、適宜、リクエスト情報という）が送信される。放送
局１においては、番組に用いられる曲としての、例えば、ディジタルのオーディオデータ
（関連データ）が管理されており、受信装置３からリクエスト情報を受信すると、そのリ
クエスト情報に対応する曲としてのオーディオデータを、広域ネットワーク４を介して受
信装置３に送信する。
【００１９】
　受信装置３では、放送局１から広域ネットワーク４を介して送信されてくるオーディオ
データが受信されて記録される。
【００２０】
　従って、ユーザは、番組を聴いて、その番組に用いられている曲が気に入ったとき、受
信装置３を所定操作するだけで、その曲を、容易かつ即座に入手することができる。
【００２１】
　図２は、図１の放送局１の構成例を示している。
【００２２】
　この放送局１においては、例えば、ＦＭ多重放送により、通常のＦＭ放送とともに文字
放送も行われるようになされている。
【００２３】
　即ち、ＦＭ多重変調部１１（番組データ送信手段）には、ＦＭ放送による番組として放
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送するオーディオ放送信号と、文字放送による番組としての文字情報とが入力されるよう
になされており、ＦＭ多重変調部１１は、オーディオ放送信号に文字情報を多重化し、Ｆ
Ｍ変調して出力するようになされている。
【００２４】
　ここで、図３は、オーディオ放送信号と文字情報とを多重化した多重化信号を示してい
る。オーディオ放送信号は、ＬチャンネルおよびＲチャンネルの信号からなり、１９ｋＨ
ｚ付近に配置されたパイロット信号の低域側または高域側に、信号Ｌ＋ＲまたはＬ－Ｒが
それぞれ配置されている。そして、信号Ｌ－Ｒの高域側（図３では、７６ｋＨｚ付近）に
、文字情報が配置されている。
【００２５】
　通信部１２（識別情報受信手段）（関連データ送信手段）（情報受信手段）は、サーバ
１３と広域ネットワーク４との間の通信制御を行うようになされている。サーバ１３は、
ＣＰＵ１４、メモリ１５、およびハードディスクなどでなる記録媒体１６から構成され、
ＦＭ放送として放送される番組に用いられる曲としてのオーディオデータ（関連データ）
を管理している。即ち、ＣＰＵ１４（検索手段）は、記録媒体１６からのデータの読み出
しの管理、その他の必要な処理を行うようになされている。メモリ１５は、ＣＰＵ１４の
動作上必要なデータを記憶するようになされている。記録媒体（記憶媒体）１６（記憶手
段）には、ＦＭ放送として放送される番組に用いられる曲としてのオーディオデータが、
それを識別するための識別情報と関係付けられて記録（記憶）されている。
【００２６】
　以上のように構成される放送局１においては、ＦＭ多重変調部１１に、ＦＭ放送による
番組として放送するオーディオ放送信号が入力される。さらに、ＦＭ多重変調部１１には
、オーディオ放送信号が曲である場合、その曲を識別するための識別情報（例えば、曲に
対して、あらかじめ割り当てられた所定のコードなど）が、文字情報として入力される。
なお、オーディオ放送信号に曲が含まれていない場合、即ち、例えば、ディスクジョッキ
ーの音声などである場合には、識別情報ではなく、通常の文字放送として放送すべき情報
が、文字情報として入力される。
【００２７】
　ＦＭ多重変調部１１では、オーディオ放送信号に文字情報としての識別情報が多重化さ
れてＦＭ変調され、多重化信号として出力される。この多重化信号は、例えば、電波とし
て、伝送路２を介して送信される。
【００２８】
　一方、通信部１２は、受信装置３から、広域ネットワーク４を介してアクセスがあると
、受信装置３との通信リンクを確立し、受信装置３とサーバ１３との間の通信制御を開始
する。また、サーバ１３は、通信部１２において受信装置３との通信リンクが確立される
と、図４のフローチャートにしたがった処理を行う。　　　
【００２９】
　即ち、まず最初に、ステップＳ１において、受信装置３からのリクエスト情報を受信し
たかどうかが、ＣＰＵ１４によって判定される。ステップＳ１において、リクエスト情報
を受信していないと判定された場合、ステップＳ１に戻る。また、ステップＳ１において
、リクエスト情報を受信したと判定された場合、ステップＳ２に進み、ＣＰＵ１４は、そ
のリクエスト情報に対応するオーディオデータを、記録媒体１６から検索する。即ち、リ
クエスト情報には、後述するように、識別情報が含まれており、ＣＰＵ１４は、その識別
情報と関係付けられているオーディオデータを記録媒体１６から読み出す。
【００３０】
　そして、ＣＰＵ１４は、ステップＳ３において、記録媒体１６から読み出したオーディ
オデータを、通信部１２に転送して送信させ、処理を終了する。即ち、これにより、通信
部１２は、ＣＰＵ１４から転送されたオーディオデータを、広域ネットワーク４を介して
、リクエスト情報を送信してきた受信装置３に送信し、その送信の終了後、受信装置３と
の間の回線を切断する。
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【００３１】
　次に、図５は、図１の受信装置３の構成例を示している。
【００３２】
　同図に示すように、受信装置３は、チューナ部３１および情報処理部３２から構成され
る。
【００３３】
　チューナ部３１は、復調／分離部２１、信号処理部２２、および出力部２３から構成さ
れる。
【００３４】
　復調／分離部２１（番組データ受信手段）は、放送局１から送信されてくる電波を受信
し、その受信信号のうちの所定のチャンネルの多重化信号を復調するようになされている
。さらに、復調／分離部２１は、復調信号から、オーディオ放送信号と文字情報とを分離
し、信号処理部２２に出力するようにもなされている。なお、文字情報は、信号処理部２
２の他、情報処理部３２のＩ／Ｆ部２４にも供給されるようになされている。
【００３５】
　信号処理部２２は、復調／分離部２１からのオーディオ放送信号および文字情報に対し
て必要な信号処理を施し、出力部２３に供給するようになされている。出力部２３（出力
手段）は、スピーカ２３Ａおよびモニタ２３Ｂを有しており、オーディオ放送信号として
の音声や曲は、スピーカ２３Ａから出力され、文字情報としての文字や図形はモニタ２３
Ｂに表示されるようになされている。なお、信号処理部２２は、文字情報が、通常の文字
多重放送すべき情報である場合のみ、出力部２３に供給し、文字情報が、識別情報である
場合には、出力部２３に供給しないようになされている。
【００３６】
　一方、情報処理部３２は、Ｉ／Ｆ部２４、通信部２５、ＣＰＵ２６、メモリ２７、記録
部２８、記録媒体２９、および操作部３０で構成されている。
【００３７】
　Ｉ／Ｆ部２４は、チューナ部３１の復調／分離部２１から供給される文字情報を受信し
、それが識別情報である場合には、ＣＰＵ２６に供給するようになされている。通信部２
５（識別情報送信手段）（関連データ受信手段）（情報送信手段）は、ＣＰＵ２６と広域
ネットワーク４との間の通信制御を行うようになされている。ＣＰＵ２６は、操作部３０
の操作などに対応して、各種の処理を行うようになされている。メモリ２７は、ＣＰＵ２
６の動作上必要なデータを記憶するようになされている。記録部２８（記録手段）は、記
録媒体２９に対するデータの書き込みを制御するようになされている。記録媒体２９は、
例えば、光磁気ディスクや、磁気ディスク、メモリカードその他の読み書き可能な記録媒
体（記憶媒体）で、記録部２８から供給されるデータを記憶（記録）するようになされて
いる。なお、記録媒体２９は、例えば、情報処理部３２に対して着脱可能になされている
。
【００３８】
　操作部３０は、例えば、キーボード３０Ａおよびセレクトボタン３０Ｂで構成されてい
る。キーボード３０Ａは、所定の情報やコマンドなどを入力する場合に操作される。セレ
クトボタン３０Ｂ（操作手段）は、スピーカ２３Ａから出力された曲を要求するときに操
作される。
【００３９】
　以上のように構成される受信装置３においては、復調／分離部２１において、放送局１
から送信されてくる電波が受信され、その受信信号のうちの所定のチャンネルの多重化信
号が復調される。さらに、復調／分離部２１は、その復調信号から、オーディオ放送信号
と文字情報とを分離し、オーディオ放送信号を信号処理部２２に出力するとともに、文字
情報を信号処理部２２およびＩ／Ｆ部２４に出力する。
【００４０】
　信号処理部２２では、復調／分離部２１からのオーディオ放送信号に必要な信号処理が
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施され、出力部２３に供給される。これにより、出力部２３のスピーカ２３Ａからは、オ
ーディオ放送信号としての音声や曲が出力される。また、信号処理部２２では、復調／分
離部２１からの文字情報が、識別情報でない場合には、やはり必要な信号処理が施され、
出力部２３に供給される。これにより、出力部２３Ａのモニタ２３Ｂには、文字情報が表
示される。
【００４１】
　一方、Ｉ／Ｆ部２４は、復調／分離部２１からの文字情報が識別情報である場合、その
識別情報を、ＣＰＵ２６に供給する。
【００４２】
　ＣＰＵ２６では、図６のフローチャートにしたがった処理が行われる。
【００４３】
　即ち、まず最初に、ステップＳ１１において、セレクトボタン３０Ｂが操作されたか否
かが判定され、操作されていないと判定された場合、ステップＳ１１に戻る。また、ステ
ップＳ１１において、セレクトボタン３０Ｂが操作されたと判定された場合、ステップＳ
１２に進み、ＣＰＵ２６は、そのときＩ／Ｆ部２４から供給された識別情報に対応するオ
ーディオデータ、即ち、セレクトボタン３０Ｂが操作されたときに、スピーカ２３Ａから
出力されていた曲のオーディオデータを要求するリクエスト情報が生成される。
【００４４】
　具体的には、リクエスト情報には、オーディオデータを要求する旨、そのオーディオデ
ータを識別するための識別情報（Ｉ／Ｆ部２４から供給されたもの）、そのオーディオデ
ータに対する対価（料金）を支払うための銀行口座あるいはクレジットカードの番号など
が含められる。なお、リクエスト情報に含める銀行口座あるいはクレジットカードの番号
は、例えば、ユーザがセレクトボタン３０Ｂを操作するたびに、キーボード３０Ａを操作
して入力しても良いし、また、あらかじめキーボード３０Ａを操作して入力したものをメ
モリ２７に記憶させておき、このメモリ２７に記憶させたものを用いるようにしても良い
。
【００４５】
　ＣＰＵ２６は、リクエスト情報の生成後、ステップＳ１３に進み、通信部２５を制御し
て、リクエスト情報を、広域ネットワーク４を介して放送局１に送信させる。
【００４６】
　即ち、例えば、識別情報には、オーディオ放送信号を放送している放送局へのアクセス
先も含まれており、通信部２５は、ＣＰＵ２６の制御にしたがい、そのアクセス先（ここ
では、放送局１）との間の通信リンクを、広域ネットワーク４を介して確立する。そして
、通信部２５は、リクエスト情報を、広域ネットワーク４を介して、そのアクセス先、即
ち、放送局１に送信する。
【００４７】
　以上のようにして放送局１にリクエスト情報が送信されると、図２で説明したように、
放送局１においては、そのリクエスト情報に対応するオーディオデータ、即ち、そのリク
エスト情報に含まれる識別情報に対応するオーディオデータが検索され、送信される。
【００４８】
　そこで、ＣＰＵ２６においては、リクエスト情報の送信後、ステップＳ１４に進み、放
送局１からオーディオデータが送信されてきたかどうかが判定される。ステップＳ１４に
おいて、放送局１からオーディオデータが送信されてきていないと判定された場合、ステ
ップＳ１４に戻る。また、放送局１からオーディオデータが送信されてきたと判定された
場合、ステップＳ１５に進み、ＣＰＵ２６は、そのオーディオデータを、通信部２５に受
信させる。さらに、ＣＰＵ２６は、通信部２５において受信されたオーディオデータを、
記録部２８に転送し、記録媒体２９に記録させる。そして、放送局１から送信されてくる
オーディオデータすべてを受信、記録すると、処理を終了する。
【００４９】
　従って、ユーザは、番組において放送された曲を所望するとき、その曲が放送されてい
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る間に、セレクトボタン３０Ｂを操作するだけで、その曲のオーディオデータを入手する
ことができる。
【００５０】
　また、本実施の形態においては、オーディオデータを、上述したようにディジタルデー
タとしたので、ラジオ放送として放送されてくるオーディオ放送信号そのものを録音する
場合に比較して、音質の良い曲を得ることができる。
【００５１】
　なお、放送局１において受信されるリクエスト情報には、上述したように、ユーザの銀
行口座あるいはクレジットカードの番号が含まれる。放送局１では、リクエスト情報に対
応してオーディオデータの送信後、そのリクエスト情報に含まれる銀行口座あるいはクレ
ジットカードの番号に基づいて、料金が引き落としされる。
【００５２】
　また、オーディオデータの提供に対する料金の一覧は、例えば、文字情報として、放送
局１から送信するようにすることができる。この場合、ユーザは、モニタ２３Ｂに表示さ
れる文字情報としての料金の一覧を見ることで、オーディオデータの料金を知ることがで
きる。
【００５３】
　次に、図７は、本発明を適用したオーディオ提供システムの第２の実施の形態を示して
いる。なお、図中、図１における場合と対応する部分については、同一の符号を付してあ
る。
【００５４】
　この実施の形態においては、放送局１から送信された電波は、伝送路２を介して、例え
ば自動車４１などにおいて移動している最中のユーザが有する受信装置４２において受信
される。これにより、受信装置４２からは、放送局１が放送している番組が出力される。
【００５５】
　ユーザは、受信装置４２から出力される番組を聴いて、その番組に用いられている曲を
所望するとき、受信装置４２を所定操作する。すると、受信装置４２は、図１の受信装置
３と同様に、広域ネットワーク４を介して、放送局１との通信リンクを確立し、リクエス
ト情報を送信する。但し、この場合、リクエスト情報には、上述した情報に加え、オーデ
ィオデータを送信すべき装置（ここでは、例えば、ユーザ宅に備えられている受信装置４
３とする）を特定するための特定情報（例えば、広域ネットワーク４が公衆網である場合
には、受信装置４３が接続されている回線の番号、また、広域ネットワーク４がインター
ネットであれば、受信装置４３のユーザの、いわゆるＥ－ｍａｉｌアドレスなど）が含め
られる。　　　
【００５６】
　放送局１は、受信装置４２からリクエスト情報を受信すると、そのリクエスト情報に対
応する曲としてのオーディオデータを、広域ネットワーク４を介して送信する。但し、こ
の場合、放送局１は、オーディオデータを、リクエスト情報に含まれる特定情報によって
特定される端末（情報処理装置）、即ち、ここでは、受信装置４３に送信する。
【００５７】
　ユーザ宅にある受信装置４３では、放送局１から広域ネットワーク４を介して送信され
てくるオーディオデータが受信されて記録される。
【００５８】
　従って、ユーザは、自動車などによって移動中であっても、番組を聴いて、その番組に
用いられている曲が気に入ったとき、受信装置４２を所定操作することで、その曲を、容
易かつ即座に入手することができる。
【００５９】
　図８のフローチャートは、図７の実施の形態における放送局１のサーバ１３の動作を示
している。なお、この場合、放送局１の構成は、基本的に、図２に示したものと同様であ
るため、その説明は省略する。
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【００６０】
　この場合、ステップＳ２１，Ｓ２２においては、図４のステップＳ１，Ｓ２における場
合とそれぞれ同様の処理が行われる。そして、ステップＳ２３において、通信部１２（図
２）より、リクエスト情報を送信してきた受信装置４２ではなく、そのリクエスト情報に
含まれる特定情報によって特定される受信装置４３（場所）に、広域ネットワーク４を介
して、オーディオデータが送信され、処理を終了する。
【００６１】
　次に、図９は、図７の受信装置４２の構成例を示している。なお、図中、図５における
受信装置３と基本的に同様に構成される部分については、同一の符号を付してある。即ち
、受信装置４２は、チューナ部３１および情報処理部３２（第１の情報処理装置）から構
成され、従って、基本的には、図５における場合と同様に構成されている。但し、受信装
置４２において、情報処理部３２は、記録部２８および記録媒体２８を設けずに構成され
ている。
【００６２】
　この実施の形態において、チューナ部３１は、例えば、自動車４１に設置されている（
自動車４１に備えられたものとされている）。そして、情報処理部３２は、例えば、携帯
可能な小型のコンピュータ（情報処理装置）（端末）（Mobile Computer）で、図示せぬ
接続端子を介して、チューナ部３１と接続可能になされており、これにより、チューナ部
３１の復調／分離部２１が出力する文字情報を、Ｉ／Ｆ部２４で受信することができるよ
うになされている。
【００６３】
　次に、その動作について、図１０のフローチャートを参照して説明する。
【００６４】
　チューナ部３１においては、図５における場合と同様にして、オーディオ放送信号と文
字情報とが出力される。
【００６５】
　一方、情報処理部３２においては、ステップＳ３１，Ｓ３２において、図６のステップ
Ｓ１１，Ｓ１２における場合とそれぞれ同様の処理が行われ、これによりリクエスト情報
が生成される。そして、ステップＳ３３に進み、ＣＰＵ２６は、リクエスト情報に、受信
装置４３についての特定情報を含め、ステップＳ３４に進む。ステップＳ３４では、図６
のステップＳ１３における場合と同様にして、リクエスト情報が、放送局１に送信され、
その後、放送局１との回線が切断されて、処理を終了する。
【００６６】
　なお、この場合、受信装置４２と広域ネットワーク４との間では、無線通信が行われる
ことにより、リクエスト情報の送信が行われる。一方、第１の実施の形態においては、受
信装置３と広域ネットワーク４との間では、基本的に、有線による通信が行われる。但し
、第１の実施の形態においても、リクエスト情報の送信は、無線通信によって行うことが
可能である。
【００６７】
　以上のようにして、特定情報を含むリクエスト情報が放送局１に送信されると、図８で
説明したように、放送局１は、リクエスト情報に含まれる特定情報によって特定される受
信装置４３に、オーディオデータを送信する。
【００６８】
　そこで、図１１は、図７の受信装置４３（第２の情報処理装置）の構成例を示している
。なお、図中、図５における受信装置３と基本的に同様に構成される部分については、同
一の符号を付してある。即ち、受信装置４３は、情報処理部３２だけから構成されている
。但し、受信装置４３において、情報処理部３２は、Ｉ／Ｆ部２４および操作部３０を設
けずに構成されている。
【００６９】
　次に、その動作について、図１２のフローチャートを参照して説明する。
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【００７０】
　受信装置４３では、広域ネットワーク４を介して、放送局１からアクセスがあると、通
信部２５において、放送局１（通信部１２）との通信リンクが確立される。そして、ステ
ップＳ４１において、放送局１からオーディオデータが送信されてきたかどうかが判定さ
れる。ステップＳ４１において、放送局１からオーディオデータが送信されてきていない
と判定された場合、ステップＳ４１に戻る。また、放送局１からオーディオデータが送信
されてきたと判定された場合、ステップＳ４２に進み、ＣＰＵ２６は、そのオーディオデ
ータを、通信部２５に受信させる。さらに、ＣＰＵ２６は、通信部２５において受信され
たオーディオデータを、記録部２８に転送し、記録媒体２９に記録させる。そして、放送
局１から送信されてくるオーディオデータすべてを受信、記録すると、処理を終了する。
【００７１】
　従って、ユーザは、自動車４１などによって移動中に放送された曲を聴いた場合であっ
ても、その曲が放送されている間に、セレクトボタン３０Ｂを操作するだけで、その曲の
オーディオデータを入手することができる。
【００７２】
　なお、この場合、オーディオデータを、ユーザ宅に設置してある受信装置４３で受信し
て記録するようにしたが、受信装置４３を、記録部２８および記録媒体２９を設けて構成
し、受信装置４３において、オーディオデータを受信、記録するようにすることも可能で
ある。
【００７３】
　以上、本発明を、ラジオ放送の番組で用いられた曲を提供するオーディオ提供システム
に適用した場合について説明したが、本発明は、その他、テレビジョン放送の番組で用い
られた映像や曲としてのビデオデータやオーディオデータを提供する場合にも提供可能で
ある。この場合も、識別情報は、例えば、文字多重放送により送信することができる。即
ち、この場合、識別情報は、例えば、図１３に示すように、テレビジョン放送信号の垂直
ブランキング期間に重畳して送信することが可能である。
【００７４】
　ここで、図１３は、ＮＴＳＣ方式に準拠したテレビジョン放送による映像信号の垂直ブ
ランキング期間の波形を表している。なお、図１３（Ａ）または図１３（Ｂ）は、それぞ
れ奇数フィールドまたは偶数フィールドの垂直ブランキング期間を表している。
【００７５】
　文字情報（識別情報）（図１３では、文字信号と記述してある）は、垂直ブランキング
期間（垂直帰線消去期間）のうち、等価パルスの存在しない第１０Ｈ（ライン）乃至第２
１Ｈ、および第２７３Ｈ乃至２８４Ｈに重畳することが、原理的には可能であるが、現在
は、映像信号の表示画面への影響などを考慮して、第１６Ｈおよび第２１Ｈ、並びに第２
７９Ｈおよび第２８４Ｈに文字情報を重畳することにより、テレビジョン放送では、文字
多重放送が行われている。
【００７６】
　なお、本実施の形態においては、放送局１からオーディオデータを識別するための識別
情報を、オーディオ放送信号とともに送信するようにしたが、識別情報は、必ずしも、放
送局１から送信する必要はない。
【００７７】
　即ち、識別情報として、例えば、時刻を用いるようにし、セレクトボタン３０Ｂが操作
されたときの時刻（以下、操作時刻という）を、識別情報として、リクエスト情報に含め
て放送局１に送信するようにする。さらに、放送局１では、番組に用いられた曲としての
オーディオデータを、その放送時間と関係付けて記録媒体１６（図２）に記録しておくよ
うにする。このようにした場合、放送局１において、リクエスト情報に含められた識別情
報としての操作時刻を含む放送時間と関係付けられたオーディオデータを検索し、これを
送信するようにすることで、ユーザは、所望するオーディオデータを得ることができる。
【００７８】
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　また、サーバ１３は、インターネットを構成する、ドメイン名を有するサーバとするこ
とができる。この場合、オーディオデータを、例えば、ＷＷＷ（World Wide Web）システ
ムにおけるＵＲＬ（Uniform Resource Locator）と対応付けておき、これを識別情報とし
て用いることで、例えば、衛星放送などの番組に用いられた曲を、低額の通信料金で得る
ことが可能となる。
【００７９】
　さらに、本実施の形態においては、放送局１に、オーディオデータを提供するサーバ１
３を含めるようにしたが、サーバ１３は、放送局１とは独立に設けるようにすることも可
能である。但し、この場合、放送局１とサーバ１３との間でよやりとりを行い、放送局１
で放送される曲のオーディオデータを、記録媒体１６に記録させておくようにする必要が
ある。
【００８０】
　また、受信装置３（受信装置４２についても同様）には、識別情報を受信した場合に、
その旨を、モニタ２３Ｂに表示させるようにすることができる。この場合、ユーザは、番
組に用いられている曲が、入手可能かどうか知ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明を適用したオーディオ提供システムの第１の実施の形態の構成を示す図で
ある。
【図２】図１の放送局１の構成例を示すブロック図である。
【図３】ＦＭ多重放送による信号を示す図である。
【図４】図２のサーバ１３の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】図１の受信装置３の構成例を示すブロック図である。
【図６】図６の情報処理部３２の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】本発明を適用したオーディオ提供システムの第２の実施の形態の構成を示す図で
ある。
【図８】図７の放送局１の動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】図７の受信装置４２の構成例を示すブロック図である。
【図１０】図９の情報処理部３２の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１１】図７の受信装置４３の構成例を示すブロック図である。
【図１２】図１１の情報処理部３２の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１３】テレビジョン放送信号の垂直ブランキング期間を示す波形図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１　放送局，　２　伝送路，　３　受信装置，　４　広域ネットワーク，　１１　ＦＭ
多重変調部，　１２　通信部，　１３　サーバ，　１４　ＣＰＵ，　１５　メモリ，　１
６　記録媒体，　２１　復調／分離部，　２２　信号処理部，　２３　出力部，　２３Ａ
　スピーカ，　２３Ｂ　モニタ，　２４　Ｉ／Ｆ部，　２５　通信部，　２６　ＣＰＵ，
　２７　メモリ，　２８　記録部，　２９　記録媒体，　３０　操作部，　３０Ａ　キー
ボード，　３０Ｂ　セレクトボタン，　３１　チューナ部，　３２　情報処理部，　４１
　自動車，　４２，４３　受信装置
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